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令和５年７月1 0日介護保険部会（第1 0 7回）における主な議論
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（「一定以上所得」の判断基準）
・ 議論を進めるに当たって、多くの収支状況のモデルや直近の物価動向等、よりきめ細かなエビデンスに基づ
いて検討することが必要である。

・ 介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、費用負担増が長期にわたって影響
する点を踏まえることが重要である。また、後期高齢者医療制度における２割負担導入との関係も踏まえる
必要がある。

・ 利用者負担が増えれば、必要な介護サービスの利用を控えることにつながり、生活機能の悪化につながる
ことから慎重に検討すべき。

・ 介護保険制度の持続可能性を確保するため、利用者負担について、応能負担の観点から検討を進めて
いくべき。

・ 中長期的な課題として、負担能力として、資産についても勘案していく必要がある。



令和５年７月1 0日介護保険部会（第1 0 7回）における主な議論
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（１号保険料の在り方）
・ １号保険料の多段階化については、１号保険料負担が増加傾向にある中、低所得者の保険料上昇を抑え
るための見直しとして一定の理解ができる。

・ 高齢化が進展する中で、介護保険制度の持続可能性を確保するため、各保険者における保険料設定の実
態を踏まえて、更なる多段階化や乗率を見直す方向で議論を進めてはどうか。

・ 介護保険料を引き上げる際には、負担感に対する配慮が必要であり、負担能力があるからといって上限なく介
護保険料を引き上げることには慎重であるべき。

・ １号保険料の在り方については、年末までに結論を得ることとされているが、令和６年度から始まる第９期介
護保険事業計画に向けて保険者が保険料を円滑に設定できるよう、国から早期の情報提供等が必要。

・ 保険者によって、第１号被保険者の分布や保険料設定は様々であり、制度見直しに当たってはこうした実態
を踏まえる必要がある。

・ 高所得者の保険料を引上げた分について、低所得者の方々の保険料の軽減に充当するとことはもちろん、報
酬改定も見据え、介護労働者の処遇改善などの次期の介護報酬改定の財源といったものに充当、活用すると
いうことも考えられるのではないか。

・ 第１号被保険者の保険料については、更なる多段階化等の見直しをした場合であっても、低所得者の負担
軽減に充当されている公費の役割はそのまま維持していくべき。



• 一定以上所得の判断基準について

• １号保険料負担の在り方について

• これまでの議論（令和４年部会意見書）



介護保険制度における利用者負担割合（判定基準）

本人の
合計所得金額が
160万円未満

１割負担

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

２割負担
ڭ
ಀ

৳
૫
 １割負担

※第２号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、１割負担。
※第１号被保険者数、うち２割負担対象者及び３割負担対象者の数は「介護保険事業状況報告（令和３年度）」によるもの。

本人の
合計所得金額が
220万円以上

３割負担

２割負担
または
１割負担

35,886,884人

上記以外の場合

年金収入＋その他合計所
得金額340万円以上
（単身世帯の場合。夫婦
世帯の場合463万円以上）

上記以外の場合

年金収入＋その他合計所
得金額280万円以上（単身
世帯の場合。夫婦世帯の
場合346万円以上）」

かつ

かつ

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、
○相対的に負担能力のある、一定以上の所得を有する方の利用者負担割合を２割としている【平成27年8月施行】
○２割負担者のうち、特に所得の高い方の利用者負担割合を３割としている【平成30年８月施行】
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（利用者に占める割合）

3.6％

（利用者に占める割合）

4.6％



○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負担に
ついて、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、見直し
対象の全員の負担が２倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、合計所得金額（※１） １６０万円以上（※２）の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）。
○ ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや２人以上世帯における負担

能力が低いケースを考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、２人以上世帯で346万円未満
（※３）の場合は、１割負担に戻す。

負担割合の引き上げ

※１ 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※２ 被保険者の上位２０％に該当する水準。ただし、利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当す

る基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。
※３ 280万円＋5.5万円（国民年金の平均額）×１２ ≒ 346万円

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合） ※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

年金収入

介護保険料が第８段階
３１０万円

合計所得金額

住民税非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の現役並み所得
３８３万円

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円

平成26年改正における一定所得以上の利用者負担の見直し【平成27年８月施行】
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※１ 「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控
除した額） 220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上
（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」⇒単身で年金収入のみの場
合344万円以上に相当

※２ 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額280万
円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」⇒単身で年金収入の
みの場合280万円以上に相当

※介護保険事業状況報告（平成２８年４月月報）
※特養入所者の一般的な費用額の２割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、

３割負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。

平成29年改正における一定所得以上の利用者負担割合の見直し

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち特に所得の高い層の負
担割合を ３割とする。ただし、月額４４，４００円の負担の上限あり。【平成30年８月施行】

負担割合

年金収入等 340万円以上
（※１） ２割 ⇒ ３割

２割
年金収入等 280万円以上

（※2）

年金収入等 280万円未満 １割

特養

受給者数（実績） 360 136 56 496

３割負担（推計） 約13 約4 約1 約16

うち負担増
（対受給者数）

約11
（3％）

約1
（1％）

約0.0
（0.0％）

約12
（3％）

２割負担（実績） 35 10 2 45

１割負担（実績） 325 126 54 451

【対象者数】

（単位：万人）

【利用者負担割合】

受給者全体 ：４９６万人

３割負担となり、負担増となる者 ：約１２万人（全体の約 ３％）

現行制度の２割負担者 ：４５万人

合計施設・居住系在宅サービス

負担割合の引き上げ
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介護保険における２割負担の導入による影響に関する調査について

平成29年度
老人保健健康増進等事業

○ ２割負担の導入後５ヶ月以内における週間サービス計画表の１週間当たりの利用単位数の合計値の変化について、
・ 「変更しなかった」割合は、１割負担の利用者で84.4％、２割負担の利用者で81.8％であり、1割負担の利用者の方がやや高かった。
・ 「変更した結果、合計利用単位数が増えた/特に変化しなかった」割合は、１割負担の利用者で13.5％、２割負担の利用者で13.7％であった。
・ 「変更した結果、合計利用単位数が減った/ｻｰﾋﾞｽ利用を中止した」割合は、１割負担の利用者で1.3％、２割負担の利用者で3.8％であり、2
割負担の利用者の方がやや高かった 。

○ 合計利用単位数が減った者のうち、「介護に係る支出が重い」ことを理由に挙げた割合は、1割負担の利用者全体の0.1％、２割負担の利用者
全体の1.3％であった。

週間サービス計画表の1週間当たりの
利用単位数の合計値の変化

利用単位数の合計値が減った/サービス利用を中止
した理由

※ 調査の対象者は、平成27年10月１日時点で回答事業所の居宅介護支援（介護予防支援）サービスを
利用しており、平成29年12月末時点も回答事業所のサービスを利用している者とした。
※ 平成27年10月１日時点の利用者負担割合別に集計を行っている。
※ 平成27年８月以降の新規利用者については集計から除いている。

（4,453人）

（2,169人）

（711人）

（364人）

（69人）

（100人）

（17人）

（45人）

（26人）

（23人）

（８人）

（15人）

（９人）

（６人）

（２人）

（１人）

（11人）

（６人）

（１人）

（２人）

（５人）

（35人）

（13人）

（21人）

（０人）

（２人）

（４人）

（３人）
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介護保険における３割負担の導入による影響に関する調査について

平成30年度
老人保健健康増進等事業

○ ３割負担の導入後５ヶ月以内における週間サービス計画表の１週間当たりの利用単位数の合計値の変化について、
・ 「変更しなかった」割合は、２割負担の利用者で76.8％、３割負担の利用者で75.1％であり、２割負担の利用者の方がやや高かった。
・ 「変更した結果、合計利用単位数が増えた/特に変化しなかった」割合は、２割負担の利用者で19.1％、３割負担の利用者で18.5％であった。
・ 「変更した結果、合計利用単位数が減った/ｻｰﾋﾞｽ利用を中止した」割合は、２割負担の利用者で3.2％、３割負担の利用者で5.2％であり、３
割負担の利用者の方がやや高かった 。

○ 合計利用単位数が減った者のうち、「介護に係る支出が重い」ことを理由に挙げた割合は、２割負担の利用者全体の0.5％、３割負担の利用者
全体の1.9％であった。

76.8%

75.1%

19.1%

18.5%

3.2%

5.2%

1.0%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2割

3割

(n
=5

,5
7
9
)

(n
=4

,4
4
6
)

変更しなかった 合計利用単位数が増えた/特に変化しなかった

合計利用単位数が減った/ｻｰﾋﾞｽ利用を中止した 無回答・無効回答

27.8%

11.9%

7.4%

6.8%

2.3%

3.4%

17.0%

29.5%

0.0%

10.8%

17.2%

18.0%

6.4%

5.6%

6.9%

3.0%

36.5%

24.0%

0.0%

3.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

利用者の要介護度や状態等が改善したから

必要性が低く､ｻｰﾋﾞｽの利用を減らしたから

入院等によって､利用する機会･必要性が減ったから

家族･同居者の動向を反映したから

利用者が不満を持っているｻｰﾋﾞｽの利用を減らしたから

他の支出が急に必要になりｻｰﾋﾞｽの利用を控えたから

介護に係る支出が重く､ｻｰﾋﾞｽの利用を控えたから

その他

分からない

無回答・無効回答

(n=176) 2割 (n=233) 3割

週間サービス計画表の1週間当たりの
利用単位数の合計値の変化

利用単位数の合計値が減った/サービス利用を中止
した理由

（4,286人）

（3,341人）

（1,063人）

（823人）

（54人）

（49人）

（233人）

（176人）

（49人）

（40人）

（21人）

（42人）

（13人）

（15人）

（12人）

（13人）

（4人）

（16人）

（6人）

（7人）

（30人）

（85人）
（52人）

（56人）

（19人）

（9人）

※ 対象となる利用者は、平成30年12月末時点で回答事業所の居宅介護支援（介護予防支援）サービス
を利用している者とした。
※ 平成30年12月末時点の利用者負担割合別に集計を行っている。
※ 平成30年８月以降の新規利用者については集計から除いている。
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介護保険における実質的な自己負担率

年度 18
年度

19
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

24
年度

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

元
年度

２
年度

3
年度

実質
自己
負担
率

約
7.7
%

約
7.7
%

約
7.6
%

約
7.5
%

約
7.2
%

約
7.2
%

約
7.2
%

約
7.2
%

約
7.2
%

約
7.5
%

約
7.6
%

約
7.5
%

約
7.7
％

約
7.6
％

約
7.4
％

約
7.6
%

実質的な自己負担率＝利用者負担額／費用額

※ 利用者負担額＝費用額ー給付費額
※ 費用額は、保険給付費用額（利用者負担分を含む介護報酬の総額）に特定入居者介護（介護予防）サービス費用額（補足給付額）を加えたもの。
（地域支援事業等に要する費用額を含まない。）

※ 給付費額は、保険給付額に高額介護（介護予防）サービス費、高額医療合算介護（介護予防）サービス費及び特定入居者介護（介護予防）サービス費用
額（補足給付額）を加えたもの。（地域支援事業等に要する費用額を含まない。）ただし、高額介護サービス費の支給は数ヶ月遅れている可能性がある点に留意。

※ 介護保険事業状況報告年報の数値を元に算出。

平成27年８月～
２割負担の一部導入

平成30年８月～
３割負担の一部導入
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利用者数及び利用者１人あたりの自己負担額（サービス別）

10

○ 2022年度の介護サービス利用者数及び、介護サービス利用者１人あたりの自己負担額を集計したもの。

※ 自己負担額については、高額介護サービス費の適用前の額。

注１「施設」には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設を集計
注２「居住」には、特定施設入所者生活介護、認知症高齢者グループホームを集計
注３「在宅」には、「施設」「居住」以外の訪問介護、通所介護、短期入所介護、小規模多機能、看護小規模多機能等を集計
注４ 65歳以上の者に限った集計
出典）介護給付費等実態統計報告(2022年度)

○ 利用者数

○ サービス利用者１人あたりの自己負担額 （万円/月）

（万人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数

利用者計 32 48 118 104 86 82 52 522

施設 0 0 5 8 25 37 26 102

居住 2 2 11 11 10 9 5 49

在宅 31 47 102 85 50 36 20 371

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数

利用者計 0.2 0.3 1.1 1.5 2.3 2.8 3.2 1.7

施設 - - 2.8 3.0 3.0 3.2 3.4 3.2

居住 0.8 1.4 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 2.6

在宅 0.2 0.3 0.9 1.2 1.8 2.2 2.8 1.2



医療・介護のサービス利用状況

○ 医療の場合、被保険者の多くが医療サービスを受けているが、

介護の場合、特定の者が継続して介護サービスを利用しているという違いがある

後期高齢者医療（75歳以上）
※被保険者数1,807万人

介護（65歳以上＝第１号被保険者）
※被保険者数3,589万人

患者数・利用者数 1,763万人（97.6％：対被保険者比）
・入院： 408万人（22.6％）
・外来：1,704万人（94.3％）

521.9万人（約14.5％：対被保険者比）
・施設系：102万人（2.8％）
・居住系： 49万人（1.4％）
・在宅系：371万人（10.3％）

(参考)
75歳以上利用者数471万人（約24.6％対被保険者比）
85歳以上利用者数311万人（約48.2％対被保険者比）

１人当たり
医療費or介護費

92万円（年額/被保険者）
94万円（年額/患者）

30万円（年額/被保険者）
211万円（年額/利用者）

１人当たり
自己負担額

7.4万円（年額/被保険者）
7.6万円（年額/患者）

2.3万円（年額/被保険者）
16.2万円（年額/利用者)

注１）介護について、利用者数は介護DB（2022年度分）、介護費や自己負担額は令和３年事業状況報告年報・介護DB(2021年度分）より作成。
注２）後期高齢者医療については、医療給付実態調査、医療保険に関する基礎資料（いずれも2020年度）より作成。
注３）患者数（全体、入院、外来）は、後期高齢者医療保険の年度平均被保険者数と、１年度間において１医療機関以上で診療を受けた者の割合（全体、入院、外来）から推計。
注４）年額/患者の１人あたりの金額は、年額/被保険者の値を0.976で除して機械的に算出した値。
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6 5歳以上の者のいる世帯の平均所得金額

注１）平均所得金額（月額）は、年額の公表値を１２で除して月額換算した。
注２）夫婦のみ世帯では、夫婦のうち少なくとも一方が６５歳以上であり、必ずしも夫婦の両者が６５歳以上とは限らない。
注３）調査の所得は、調査前年の１月１日から１２月３１日までの１年間の所得である。
注４）平成25年、平成28年、令和元年、令和４年調査は３年ごとの大規模な調査。

資料出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」

12

平均所得金額（月額） 平成25年調査 平成28年調査 令和元年調査 令和４年調査

夫婦のみ世帯 34.7万円 34.2万円 35.6万円 36.1万円

単身世帯 15.9万円 16.1万円 17.1万円 17.3万円



高齢者世帯の所得の内訳

○ 高齢者世帯の収入の約６割を公的年金等が占める。
○ 約６割の高齢者世帯で、所得の80％以上が公的年金等となっている。

資料出所：令和４年国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成

●高齢者世帯の所得の種類別１世帯当たり平均所得金額 ●公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公
的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合

高齢者世帯
1世帯あたり
平均所得金額
318.3万円

公的年金・恩給

199.9万円
(62.8%)

稼働所得
80.3万円
(25.2%)

財産所得
17.2万円
(5.4%)

仕送り・企業年金・個人年金・
その他の所得 19.0万円(6.0%)

公的年金・恩給以外の
社会保障給付金

1.8万円(0.6%)

全てが
公的年金・恩給

44.0%

80～100％未満
16.5%

60～80％未満
13.9%

40～60％未満
13.5%

20～40％未満
8.5%

20％未満
3.6%

公的年金・恩
給が総所得
に占める割合
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高齢者（世帯主6 5歳以上世帯）の貯蓄の状況

○ 世帯主年齢６５歳以上の世帯における平均貯蓄額は約1,400万円台からやや減少傾向で推移していたところ、2022年に約1,600万円台
へと増加。

○ 分布においては貯蓄がない者と高額貯蓄の者の割合が高く、「貯蓄なし又は貯蓄額100万円未満」の割合は2013年まで増加していた
ものの、その後減少傾向。

資料出所：国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成
●平均貯蓄額 ※千円単位で四捨五入

2004年 2007年 2010年 2013年 2016年 2019年 2022年

平均貯蓄額（万円） 1,432 1,334 1,300 1,339 1,284 1,277 1,625

●貯蓄の分布の状況 ●貯蓄なし又は100万円未満の世帯数推移
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家計調査（世帯主の年齢階級別・負債現在高，負債保有世帯の割合）

●60歳以上の各年齢階級では2000万円を超える貯蓄現在高となっている

15出典）総務省「２０２２年家計調査」



高額介護（介護予防）サービス費の概要について

16

月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計（個人）で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制度。

所得段階 所得区分 上限額

第１段階 ①生活保護の被保護者

②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合

③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

①個人15,000円

②世帯15,000円

③世帯24,600円

個人15,000円

第２段階 ○市町村民税世帯非課税で［公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額］

が80万円以下である場合

世帯24,600円

個人15,000円

第３段階 ○市町村民税世帯非課税

○24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 世帯24,600円

第４段階 ①市町村民税課税世帯～課税所得約380万円（年収約770万円）未満

②課税所得約380万円（年収約770万円）以上～同約690万円（同約1,160万円）
未満

③課税所得約690万円（年収約1,160万円）以上

①世帯44,400円

②世帯93,000円

③世帯140,100円

（利用者負担世帯合算額 － 世帯の上限額） ×

個人の利用者負担合算額

利用者負担世帯合算額

⇒ 高額介護サービス費の支給：保険給付の１割（または２割・３割）負担分の合計額が上限額を超えた場合、申請により超過分が払い戻される。

●個人の高額介護（介護予防）サービス費の支給



高額医療合算介護サービス費の概要について

17

○ 医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月31日）の医療・介護の自己負担の合算額が高額となり、限度額を超
える場合に、被保険者に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制度。

① 支給要件：医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、
当該合算額 から限度額を超えた額を支給。

② 限 度 額 ：被保険者の所得・年齢に応じて設定。
③ 費用負担：医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担。

※医療保険においては、同様の制度を「高額介護合算療養費制度」としている。

【限度額】
75歳以上 70～74歳 70歳未満

介護保険＋後期高齢者医療 介護保険＋被用者保険または国民健康保険

年収約1,160万円～ ２１２万円

年収約770～約1,160万円 １４１万円

年収約370～約770万円 ６７万円

～年収約370万円 ５６万円 ６０万円

市町村民税世帯非課税等 ３１万円

３４万円市町村民税世帯非課税
（年金収入80万円以下等）

本人のみ １９万円

介護利用者が複数 ３１万円



• ６５歳以上の単身世帯について、モデル年収ごとに、現行制度を基に非消費支出（税・社会保険料）を推計するとともに、一定の仮定

に基づき平均的な消費支出を推計し、収入と支出の状況をごく粗くみたもの

注１）「非消費支出」は、各年収を基に現行の税率や社会保険料率を用いて計算した住民税・所得税及び社会保険料額と家計調査上の「他の税」×12ヵ月の合計額。
なお、「他の税」は固定資産税を含む支出項目であるが、最小項目であるためその内訳を細分化することができない。

注２）消費支出は、家計調査（2022年）の65歳以上単身・無職世帯により厚生労働省老健局で作成。それぞれの年収水準から±50万円以内にあるサンプルの平均値をとっている。
それぞれのサンプル数は、220±50万円（上位30%）は163世帯、240±50万円（上位26％）は133世帯、 260±50万円（上位22％）は100世帯、280±50万円（上位20％）は74世帯。

（単位：万円/年額）（
モ
デ
ル
支
出
）

６５歳以上の単身世帯の収入と支出の状況（年収別モデル）

【上位26％】
「現行２割負担の水準」
と「後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方の水

準」の間②

【上位22％】
「現行２割負担の水準」
と「後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方の水

準」の間①

【上位30%】
後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方

【上位20%】
現行の基準
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６５歳以上の夫婦２人世帯の収入と支出の状況（年収別モデル）

• ６５歳以上の夫婦２人世帯について、モデル年収ごとに、現行制度を基に非消費支出（税・社会保険料）を推計するとともに、一定の

仮定に基づき平均的な消費支出を推計し、収入と支出の状況をごく粗くみたもの

（単位：万円/年額）（
モ
デ
ル
支
出
）

注１）「非消費支出」は、各年収を基に現行の税率や社会保険料率を用いて計算した住民税・所得税及び社会保険料額と家計調査上の「他の税」×12ヵ月の合計額。
なお、「他の税」は固定資産税を含む支出項目であるが、最小項目であるためその内訳を細分化することができない。

注２）消費支出は、家計調査（2022年）の65歳以上夫婦のみ・無職世帯により厚生労働省老健局で作成。それぞれの年収水準から±50万円以内にあるサンプルの平均値をとっている。
それぞれのサンプル数は、220±50万円（上位30%）は587世帯、306±50万円（上位26％）は631世帯、 326±50万円（上位22％）は628世帯、346±50万円（上位20％）は573世帯。

【上位26％】
「現行２割負担の水準」
と「後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方の水

準」の間②

【上位22％】
「現行２割負担の水準」
と「後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方の水

準」の間①

【上位30%】
後期高齢者医療の２
割負担と同じ考え方

【上位20%】
現行の基準
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• 一定以上所得の判断基準について

• １号保険料負担の在り方について

• これまでの議論（令和４年部会意見書）



介護給付、保険料等の推移（2 0 0 0年→2 0 2 1年）

２０００年度
２００１年度
２００２年度
２００３年度
２００４年度
２００５年度
２００６年度
２００７年度
２００８年度
２００９年度
２０１０年度
２０１１年度
２０１２年度
２０１３年度
２０１４年度
２０１５年度
２０１６年度
２０１７年度
２０１８年度
２０１９年度
２０２０年度
２０２１年度
２０２２年度
２０２３年度

2,911円
（全国平均）

3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料

3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円
6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円
7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円
8.8兆円
9.2兆円
9.6兆円

4,972円
（全国平均）

第

一

期 第

二

期

介護報酬
の改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定 ▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％

第
六
期

第
六
期

9.8兆円
10.0兆円
10.2兆円

H27年度改定
▲2.27％

5,514円
（全国平均）

第
七
期

第
七
期

10.4兆円
10.8兆円
11.1兆円

5,869円
（全国平均）

H29年度改定 ＋1.14％

H30年度改定
＋0.54％

R１年度改定 ＋2.13％

第
八
期

第
八
期

6,014円
（全国平均）

R３年度改定
＋0.70％(※)
※うち、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に対応

するための特例的な評価0.05％（令

和３年９月末まで）

R４年度改定 ＋1.13％

11.3兆円
13.3兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。
○ 保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。
○ 高齢化の進展により、介護保険料は上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステムの構築を図る一方、

介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。
※2021年度までは実績であり、2022～2023年度は当初予算である。

2113.8兆円



標準段階の見直しについて（これまでの経緯）

■制度創設時の考え方
○ 保険料算定に当たって市町村民税の課税状況を活用した上で、

負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」をとっていた（５段階設定）
※ 基準額に対する標準割合は、第１段階：0.5、第２段階：0.75、第３段階：１、第４段階：1.25、第５段階：1.5であった。
※ 当時から、最高段階を１段階足して６段階設定とすることや、基準額に対する割合を柔軟に設定することは可能とされていた。

■平成１８年改正の考え方
○ 被保険者の負担能力をきめ細かく反映させる観点から、

旧第２段階を新第２、第３段階に分ける（標準は６段階制）とともに、
保険者によって、第７段階以上の多段階設定を可能とした。

※ 課税層の段階を増やし、標準割合よりも高い割合を設定することは、保険料基準額の算定上、保険財政の支え手の
力を増やすことを意味し、結果として保険料基準額を下げることにつながる。

■平成２７年改正の考え方

○ 所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うとともに、
多くの保険者において特例第３・特例第４段階の設置や、本人課税所得層の多段化を行っている状況を踏まえ、
平成27年４月より、標準の段階設定を６段階から９段階に見直した。

■現状について（第８期）
○ 令和２年４月１日現在、標準の第９段階を超えて多段化を行っている自治体は、820保険者（52.1％）であり、最

高段階は25段階（１保険者）。
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調整交付金について

23

国

20％

都道府県負担金

12.5％

市町村負担金

12.5％

第２号保険料

27％

（※）調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額

＝ 当該市町村の標準給付費額 × 普通調整交付金の交付割合（％）

普通調整交付金の交付割合（％）
＝ ２８％ － （２３％ × 後期高齢者加入割合補正係数

× 所得段階別加入割合補正係数）

調整交付金
平均5% １．後期高齢者加入割合の違い

・前期高齢者（６５歳～７４歳）：認定率約４．４％

・後期高齢者（７５歳～８４歳）：認定率約１８．０％

・後期高齢者（８５歳～） ：認定率 約５７．７％

後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

２．被保険者の所得水準の違い

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

【調整交付金の役割】
・ 保険者の給付水準が同じであり、
・ 収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者

A町

第
１
号
保
険
料

実際は
6,200円

調整交付金が5%で
あれば、11,200円

調整交付金
を多く
（14.5%）
支給

調整交付金の財政調整の例

第
１
号
保
険
料

後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者

調整交付金5%で
あれば、4,050円

実際は、4,950円

B市

調整交付
金なし

第1号保険料
平均23%

※令和４年時点

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、国庫負担金２５％のうち５％分
を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。



• 一定以上所得の判断基準について

• １号保険料負担の在り方について

• これまでの議論（令和４年部会意見書）
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（「一定以上所得」の判断基準）
・ 利用者負担が増えれば、必要な介護サービスの利用控えにつながり、生活機能の悪化につながることから
慎重に検討すべき。

・ 高齢者の生活が苦しい中、後期高齢者医療制度の自己負担割合が引き上げられ、さらに介護保険の利
用者負担を引き上げることには大きな不安がある。

・ 保険料は応能負担で良いが、利用者負担を応能負担とするのは反対。医療保険制度との比較やこれま
での利用者負担の見直しの延長線上で利用者負担を強化すべきではない。

・ 現役世代の社会保険料負担は限界に達しており、介護は医療に比べて費用の伸びが大きいことも踏まえ
ると、保険料の上昇抑制のためには利用者負担の見直しが必要。

・ 65歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に人口構造の局面が変化していく中で、制度の持続可
能性を高めていくため、世代間、制度間、制度内での給付と負担のバランスや公平性を確保しつつ、被保
険者の方の応能・応益の観点で見直す必要がある。

・ 後期高齢者医療制度では上位所得30％を基準に２割負担が導入されたところであり、制度間のバラン
スを踏まえ見直すことが必要。
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・ 能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担能力のある高齢者には、適切な負担を求めていくことが重要。
低所得者に配慮しつつ、利用者負担は原則２割負担とし、３割負担の対象も拡大すべき。

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定される方々の生活実態をよく調査し、
見直しの影響を見極めた上で検討する必要がある。

・ 介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、費用負担増が長期にわたって影響する
点を踏まえることが重要。

・ 急激な負担増とならないような配慮をしていくことも必要ではないか。

・ マイナンバー制度の活用を含め、所得だけでなく資産も捕捉し勘案していくという観点も重要ではないか。
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（１号保険料の在り方）
・ １号保険料の水準が年々伸びる中で、低所得者等に配慮しつつ被保険者の負担能力に応じた保険料の設
定を行うという方向については、一定の理解ができる。

・ 介護保険制度の持続可能性を確保していくためには、負担能力に応じて負担をお願いするという観点から、第
１号保険者について高所得者層の保険料負担を引き上げることも検討すべき。

・ 保険料負担について、本来は所得に比例的にすることが応能原則に即している。ストックも考えながら応能負
担を徹底するための環境整備が必要ではないか。

・ 拠出限度額を上げていくという方向性は全世代型社会保障構築会議における議論の方向性にもかなう一方
で、介護は拠出と給付が切り離されており、給付自体にも限度額が設定されている。社会保障の基礎である支
え合いや連帯というものの基礎を弱めないよう、一定の限度額の上限は設けざるを得ないのではないか。

・ 高所得者からの保険料財源については、低所得者の保険料の乗率引下げに用いるだけではなく、例えば今後
の介護報酬に向けて処遇改善などの財源に活用することも検討してはどうか。


